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⑤-9 

避難指示区域内
の活動 見直し後の避難指示区域について 

【避難指示解除準備区域】 
 避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以
下となることが確実であると確認された地域です。 

【居住制限区域】 
 避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルトを
超えるおそれがあり、住民の方の被ばく線量を低減する観
点から、引き続き避難を継続することが求められる地域で
す。 

【帰還困難区域】 
 事故後6年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリ
シーベルトを下回らないおそれのある地域です。 

内閣府「避難指示区域の見直しについて」より作成 

避難指示解除準備区域は、当面の間は引き続き避難指示が継続されることになりますが、
復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の方が帰還できるための環境整備を目指
す区域です。
居住制限区域は、住民の方が帰還し、コミュニティを再建することを目指して、除染を
計画的に実施するとともに、早期の復旧が不可欠な基盤施設の復旧を目指す区域です。年
間積算線量が 20ミリシーベルト以下であることが確実と確認された場合には、「避難指
示解除準備区域」に移行することとされています。
帰還困難区域は、2012（平成 24）年 3月時点で年間積算線量が 50ミリシーベルト超
の地域が相当します。

本資料への収録日：2014 年 3月 31日

関連Q&A
・2章QA12	 避難指示基準及び同基準の見直しの基準を年間 20ミリシーベルトとした経緯は何ですか
・2章QA28	 「避難指示解除準備区域」とは何ですか
・2章QA29	 「居住制限区域」とは何ですか
・2章QA30	 「帰宅困難区域」とは何ですか
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⑤-10 

避難指示区域内
の活動 避難指示区域の見直し前後の変化（1/2） 

内閣府「避難指示区域の見直しについて」より作成 注釈は次頁 

「避難指示解除準備区域」では、以下の活動ができます。
①　主要道路における通過交通
②　住民の方の一時的な帰宅（自宅などの片付けや修繕を含みますが、宿泊はできませ
ん）

③　公益を目的とした立入り（除染、防災・防犯、電気、ガス、水道、通信などの復旧、
農地の保全管理を目的とした立入りなど）

④　復旧・復興に不可欠な事業（金融機関、廃棄物処理、ガソリンスタンドなど）
⑤　居住者を対象としない事業（製造業など）
⑥　営農・営林
⑦　上記の諸活動に付随する事業の実施のための立入り（事業者による復旧・復興に向
けた資機材の保守・修繕や荷物の運搬、住居などの修繕工事を目的とした立入りな
ど）

⑧　その他、復旧・復興に不可欠だと認められる事業（一時帰宅者や復旧・復興作業に
携わる事業者などを対象とした小規模小売店、食堂、診療所などの事業）

この区域においては、スクリーニングや線量管理などは原則として義務づけられていま
せんが、希望される方については、スクリーニングや線量計の貸出しを実施することとし
ています。

本資料への収録日：2014 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・5章QA8	 避難指示解除準備区域と居住制限区域は自由に立入が可能ですか
・5章QA9	 帰還困難区域はどのように一時立入りするのですか
・5章QA10	 避難指示解除準備区域と居住制限区域で可能な活動は何ですか
・5章QA11	 帰還困難区域において可能な活動は何ですか
・5章QA12	 事業の再開は可能ですか
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